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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成24年3月22日(2012.3.22)

【公表番号】特表2010-517865(P2010-517865A)
【公表日】平成22年5月27日(2010.5.27)
【年通号数】公開・登録公報2010-021
【出願番号】特願2009-549388(P2009-549388)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｃ  15/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ  15/04     (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ   9/02     (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ  15/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｃ  15/00    　　　Ｃ
   Ｂ６０Ｃ  15/04    　　　Ｇ
   Ｂ６０Ｃ   9/02    　　　Ａ
   Ｂ６０Ｃ  15/06    　　　Ａ
   Ｂ６０Ｃ  15/06    　　　Ｃ
   Ｂ６０Ｃ  15/06    　　　Ｆ
   Ｂ６０Ｃ  15/06    　　　Ｎ
   Ｂ６０Ｃ  15/06    　　　Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月27日(2011.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレッドを備えた重量物運搬車両用タイヤであって、前記トレッドはサイドウォールに
より横方向に延長され、前記サイドウォールが取り付けリムと協働するようになったビー
ドで終端し、前記タイヤが、
　円周方向と少なくとも８０°の角度をなす方向に差し向けられた複数の補強部材を有す
る半径方向カーカス補強材（１０）を更に有し、
　前記カーカス補強材（１０）が、それぞれの前記ビード内で繋留構造体（２０）に繋留
され、前記繋留構造体（２０）が、円周方向補強アーマチュア（２１）を有し、前記補強
アーマチュアの周りには、被覆異形材（２２）が形成され、前記異形材の子午線方向断面
の輪郭が、半径方向内側に部分（２２１）を有すると共に半径方向外側に部分（２２２）
を有し、これら部分は、前記被覆異形材の輪郭から軸方向最も遠くに位置する点Ｎ１，Ｎ
２のところで交わり、
　前記カーカス補強材（１０）は、前記タイヤの内側から外側に向かって延びる状態で前
記繋留構造体の前記被覆異形材（２２）に部分的に巻き付けられ、前記カーカス補強材の
端Ｃが、前記被覆異形材（２２）の輪郭上に又はその近くに位置し、
　前記タイヤは、
　円周方向と７０°以上の角度をなす方向に差し向けられた複数の補強部材で形成されて
いる第１の連結補強材（３０）を更に有し、前記第１の連結補強材は、前記半径方向最も
外側の繋留構造体の被覆異形材（２２）の輪郭上の点Ｎ３の半径方向外側に位置する点Ｐ
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１と前記カーカス補強材の端Ｃとの間で前記カーカス補強材（１０）と接触状態にある第
１の部分（３１）を有し、
　前記第１の連結補強材（３０）は、第２の部分（３２）により前記カーカス補強材の前
記端Ｃを越えて延長され、前記第２の部分が、前記被覆異形材（２２）の前記輪郭の半径
方向外側部分（２２２）上に位置する点Ｐ２まで前記被覆異形材（２２）と接触状態にあ
り、
　前記タイヤは、前記第１の連結補強材（３０）を包囲すると共に内側ストランド部分（
４１）及び外側ストランド部分（４２）を形成するよう前記第１の連結補強材（３０）の
半径方向内側で前記被覆異形材（２２）の下を半径方向に延びる第２の連結補強材（４０
）を有し、前記内側ストランド部分は、前記カーカス補強材の軸方向内側に位置し、前記
外側ストランド部分は、前記カーカス補強材（１０）の軸方向外側に位置し、
　前記内側ストランド部分（４１）は、前記内側ストランド部分の第１の端点Ｄ１と前記
第１の連結補強材（３１）の端点Ｐ１との間で長さＶ１にわたり前記カーカス補強材と接
触状態にあり、前記外側ストランド部分（４２）は、前記外側ストランド部分の点Ｄ２０
から前記外側ストランド部分の端点Ｄ２まで長さＶ２にわたり前記カーカス補強材と接触
状態にあり、前記点Ｄ１，Ｄ２は、前記第１の連結補強材（３０）の前記端点Ｐ１，Ｐ２
を半径方向に越えて位置し、
　前記第２の連結補強材（４１）は、前記円周方向と最大５０°の角度をなす平均方向に
差し向けられた複数の補強部材で形成されている、
　ことを特徴とするタイヤ。
【請求項２】
　前記第２の連結補強材（４０）は、前記円周方向と少なくとも２０°、最大３０°の角
度をなす複数の補強部材で形成されている、
　請求項１記載のタイヤ。
【請求項３】
　前記カーカス補強材の前記端Ｃは、前記繋留構造体の前記被覆異形材（２２）の前記内
側部分（２２１）の半径方向内側に且つ前記被覆異形材の前記輪郭の軸方向最も遠くの点
Ｎ１，Ｎ２相互間に軸方向に位置している、
　請求項１又は２記載のタイヤ。
【請求項４】
　前記第２の連結補強材（４０）の前記外側ストランド部分（４２）の前記接触長さＶ２
は、前記第２の連結補強材（４０）の前記外側ストランド部分（４２）の半径方向最も外
側の端点Ｄ２を半径方向最も内側に位置する前記繋留構造体の前記円周方向補強アーマチ
ュア（２１）の点Ａから分離する距離Ｙ２の少なくとも１５パーセントに等しい、
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項５】
　前記第２の連結補強材（４０）の前記内側ストランド部分（４１）の前記接触長さＶ１
は、前記第２の連結補強材（４０）の前記内側ストランド部分（４１）の半径方向最も外
側の端点Ｄ１を半径方向最も内側に位置する前記繋留構造体の前記円周方向補強アーマチ
ュア（２１）の点Ａから分離する距離Ｙ１の少なくとも２０パーセントに等しい、
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項６】
　前記第２の連結補強材（４０）の前記外側ストランド部分（４２）の前記半径方向最も
外側の端を半径方向最も内側に位置する前記円周方向補強アーマチュア（２１）の前記補
強構造体の点Ａから分離する距離Ｙ２は、前記カーカス補強材上の前記半径方向最も外側
の点とそのカーカス補強材上の前記半径方向最も内側の点との間の半径方向距離の少なく
とも２０パーセント、最大６０パーセントに等しい、
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項７】
　前記第２の連結補強材（４０）の前記内側ストランド部分（４１）の前記半径方向最も
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外側の端を半径方向最も内側に位置する前記繋留構造体の前記補強構造体の点Ａから分離
する距離Ｙ１は、前記カーカス補強材上の前記半径方向最も外側の点とそのカーカス補強
材上の前記半径方向最も内側の点との間の半径方向距離の少なくとも１５パーセント、最
大４０パーセントに等しい、
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項８】
　前記第１及び前記第２の連結補強材の前記補強要素は、互いに同一であり、性状がテキ
スタイル又は金属の補強部材から選択されている、
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項９】
　前記第２の補強材（４０）の前記ストランド部分（４１，４２）は、前記端の近くの剪
断応力を減少させるように前記カーカス補強材（１０）から局所的に分離され、前記補強
材相互間にはエラストマー材料が挿入されている、
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項１０】
　前記第２の連結補強材（４０）は、各々が前記ストランド部分（４１，４２）のうちの
一方を構成する２つの不連続部分で形成され、前記不連続部分は、重ね合わせ領域で互い
にオーバーラップしている、
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載のタイヤ。
【請求項１１】
　前記重ね合わせ領域は、前記繋留構造体の前記被覆異形材の近くに位置し、前記重ね合
わせ領域の子午線方向距離Ｌｃは、前記繋留構造体（２０）の軸方向最も遠くの点相互間
の軸方向距離の少なくとも半分に等しい、
　請求項１０記載のタイヤ。
【請求項１２】
　前記第１の連結補強材（３０）は、前記ビード繋留構造体（２０）の前記被覆異形材と
前記カーカス補強材（１０）との間に挿入されている、
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載のタイヤ。
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